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狭
山
池
修
理
を
め
ぐ

る
行
基
と
重
源

柴
井

上

薫

剛
、
行
基
の
狭
山
池
修
理
の
年
代
と
意
義

行
基

(六
六
八
-
七
四
九
)
が
狭
山
池

(河
内
国
丹
比
郡
、
大
阪
府
南
河
内
郡

狭
山
町
)
を
修
理
し
た
こ
と
は
、
「天
平
十
三
年
記
」
(泉
高
父
編

『行
基
年
譜
』

収
録
)
に
み
え

(第
1
表
)
、

す
な
わ
ち
行
基
が
造
営

・
修
理
し
た
灌
概
水
利

・

交
通
関
係
の
施
設
の
名
称

・
場
所

・
規
模
な
ど
を
列
挙
し
た
な
か
に

「
狭
山
池

(
比
)

河
内
国
丹
北
郡
狭
山
里
」
と
記
さ
れ
る
。
編

者
の
泉
高
父
に
つ
い
て
詳
細
は
明
ら

か
で
な
い
が
、
建
久
七
年

(
一
一
九
六
)

こ
ろ
ま
で
生
き
た
人
で
、
『
行
基
年
譜
』

以
外
に
も

『
泉
高
父
私
記
』
を
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
泉
高
父
私
記
』
が
法

空
の

『
上
宮
太
子
拾
遺
記
』
第
二
巻

(『大
日
本
仏
教
全
書
』
本
)

に
引
用
さ
れ

て
お
り
、

『
泉
高
父
私
記
』
は
本
元
興
寺
と
、
そ
の
北
僧
房
に
安
置
し
た
弥
勒
石

像
の
所
在

・
形
像
な
ど
を

『
七
大
寺
巡
礼
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
考
証
し
、
か
つ
建

久
七
年
炎
上
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

井
上
光
貞
氏
は
泉
高
父
に
つ
い
て
、
行
基

に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
古
代
仏
教
遺

跡
に
も
関
心
を
も

っ
た
知
識
人
で
あ

っ
た
こ
と
、
泉
を
氏
の
名
と
し
て
い
る
点
か

ら
み
て
和
泉
出
身
の
人
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

(自
身
が
和
泉
で
探
訪
し
た
行
基
遺

跡
関
係

の

一
括
史
料
が

『
行
基
年
譜
』
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
)、

行
基

へ
の

帰
依
が
自
身

の
出
生
地
の
和
泉
に
対
す
る
思
慕
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
な
ど

年
譜
』
に

「
天
平
十
三
年
辟
記
云
、
辛
已
云

ハ
延
暦
十
三
年
三
月
十
九
日
所
司
記

〔第
1
表
〕
行
基
の
社
会
活
動
施
設

(
1
)

を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
井
上
光
貞
氏
は

『行
基
年
譜
』

の
史
料
を
分
析
し
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
考

察
し
て
い
る
。

ω
そ

の
編
集

に
ω
延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
の
菅
原
寺
別
当
蚊
脱
ら
の
記
録

(延
暦
十
四

〔三
〕
年

『
菅
原
寺
寺
牒
』
)
、
O

『皇
代
記
』
、

㈹

『
年
代
記
』
な

ど
を
史
料
に
用
い
て
い
る

(菅
原
寺
は
行
基
が
晩
年
に
本
拠
と
し
た
寺
で
、
そ
の

入
滅
し
た
場
所
で
も
あ
る
)
。

回
行
基
が
営
ん
だ
社
会
事
業
施
設

(農
業
と
交
通
に
関
係
を
も

つ
)
が

『行
基

「
勤

～
上

『
行
基
年
譜
』

所
引

『
天
平
十
三
年
記
』

施

設

所

在

地

①● ● ● ●

泉
大
橋

中 長 高 山

瀬 崎河需柄儒
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山
城
国
相
楽
郡
泉
里
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城成下 訓
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高 山
瀬 崎
里 郷

(施

建 設立
が 備

年 関
代 係
)を

も
つ
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寸

 

鋤
発
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橋
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院

圏
隆
福

尼
院
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平
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山
崎
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(天
平
三
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(橋
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直

道
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土
室
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土
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江
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桧
尼
池

茨
城
池

鶴
田
池

久
米
多
池

物
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田
池

昆
陽
上
池

昆
陽
下
池

院
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池

(屋
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中
布
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尾
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江
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高
瀬
堤
樋

韓
室
堤
樋

茨
田
堤
樋

同

郡

自
高
瀬
生
馬
大
山
登
道

(丹
比
)

河
内
国
北

郡
狭

山
里

和
泉
国
大
鳥
郡
土
師
郷

同

所

和
泉
国
大
鳥
郡
深
井
郷

和
泉
国
大
鳥
郡
和
田
郷

和
泉
国
大
鳥
郡
蜂
田
郷

(日
下
)

和
泉
国
大
鳥
郡
早
部
郷

和
泉
国
泉
南
郡
丹
比
郡
里

同

所

摂
洋
国
河
辺
郡
山
本
里

同 同 同 同

所 所 所 所
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洋
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山
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尼
院

(天
平

三
)
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井
尼
院
(香
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寺
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六
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働
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三
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…

河
内
国
茨
田
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里

摂
洋
国
河
辺
郡
山
本
里

同

所
(成
)
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国
西
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郡

泉
国
泉
南
郡
物
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池
尻

同

国

河
内
国
茨
田
郡
高
瀬
里

河
内
国
茨
田
郡
韓
室
里

河
内
国
茨
田
郡
茨
田
里

⑳
昂
陽
施
院
(天
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三
)

⑳
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三
)

29
隆
池
院

(天
平

九
)

3332⑰ ⑯ ⑳ ⑭

 

⑱⑲46454443424140

大
輪
田
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息

神
前
船
息

比
売
嶋
堀
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自
鷺
嶋
堀
川

次
田
堀
川

大
庭
堀
川

摂
洋
国
兎
原
郡
宇
治
郷

和
泉
国
日
根
郡
日
根
里
近
木
郷

(成
)

}
摂
洋
国
西
城
郡
津
守
村

[

(成
)

㎜
摂
洋
国
西
城

郡
津
守

里

一
摂
津
国
嶋
下
郡
次

田
里

一

皿
河
内
国
茨
田
郡
大
庭
里

大
江
布
施
屋

泉
寺
布
施
屋

昆
陽
布
施
屋

垂
水
布
施
屋

度
布
施
屋

楠
葉
布
施
屋

石
原
布
施
屋

一
大
鳥
布
施
屋

[

(屋
脱
)

…
野
中
布
施

一

働
善
源
院

㈲
尼
院
(天
平
二
)

}
{㈹

難
波
度
院

㈲
枚
松
院

㈲
作
蓋
部
院
(天
平

一
六
)

山
城
国
乙
訓
郡
大
江
里

山
城
国
相
楽
郡
高
麗
里

摂
津
国
河
辺
郡
昆
屋
里

摂
津
国
豊
嶋
郡
垂
水
里

(成
)

…
摂
津
国
西
城
津
守
里

.
河
内
国
交
野
郡
楠
葉
里

河
内
国
丹
北
郡
石
原
里

菰

泉
国
大
鳥
郡
大
量

「
黎

国
大
鳥
郡
土
師
里

㎝
発
菩

提

(泉
橋
)
院

倒
隆

福
尼
院

(
天
平

一
二
)

⑳
発
提

合泉
橋
)
院

68
隆
福
尼
院

(天
平

一
二
)

⑳
昆
陽
施
院

(天
平

三
)

働
報
恩
院

(天
平
二

一
)

云
云
」
と
し
て
、
度
橋

(摂
津
4
、
山
城
2
)、
直
道

(河
内
と
摂
津
に
通
じ
る
も

の
ー
)
、
池

(河
内
1
、
和
泉
8
、
摂
津
6
)溝

(河
内
1
、
和
泉
2
、
摂
津
3
)

樋

(河
内
3
)
、
船
息

(和
泉
1
、
摂
津
1
)、

堀

(河
内
1
、
摂
津
3
)
、

布
施

屋

(河
内
2
、
和
泉
2
、
摂
津
3
、
山
城
2
)

の
場
所

(国
郡
里
)
と
規
模
が
記

さ
れ
る
。

「
天
平
十
三
年
辟
記
云
、
辛
已
云

ハ
延
暦
廿
三
年
三
月
十
九
日
所
司
記

云
云
」
と
い
う
文
の
あ
と
に
み
え
る
度
橋
か
ら
布
施
屋
ま
で
の
社
会
事
業
施
設
は

「
天
平
十
三
年
記
」

(天
平
十
三
年

の
と
き
に
記
録
さ
れ
た
も
の
の
意
味
)

の
内

容
を
な
す
も
の
で
、
延
暦
二
十
三
年
所
司
記

(『菅
原
寺
寺
牒
』)
に
も
引
用
さ
れ

て
い
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る

(「天
平
十
三
年
記
は
、

朝
廷
が
こ
れ
ま
で
の
対

行
基
禁
令
を
や
め
、
そ
の
私
的
土
木
事
業
を
公
認
す
る
に
あ
た
り
、
官
に
提
出
を
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命
じ
た
、
も
し
く
は
官
み
ず
か
ら
作
成
し
た
公
的
な
記
録
で
あ
る
と
み
な
す
の
で

あ
る
」
)。

㈲

『行
基
年
譜
』
は
行
基

の
年
齢
に
つ
い
て

「
行
年
某
歳
」
と
い
う
項
目
を
次

々
に
た
て
、
各
歳
の
条
に
行
基

の
そ
の
歳

の
行
状
を
あ
げ
、
天
皇
の
世
が
代
る
と
、

た
と
え
ば

「
文
武
天
皇
、
諌
軽
、
天
武
天
皇

孫
、
草
壁
皇
子
第
二
子
也
…
…
年
廿

五
、
十

一
月
丙
午
火
葬
先
皇
安
古
山
陵
、
持
統
天
皇
崩
同
年
也
」
と
記
し
て
い
る

部
分
が
②
の

「
皇
代
記
」
に
よ
る
部
分
で
あ

る
。

ω

『行
基
年
譜
』
の
た
と
え
ば
行
基
の

「行
年
五
十
七
歳
(甲
子
)
」
条
の

「清

浄
土
院
高
渚

塔
十
三
層
云
云

在
和
泉
国
大
鳥
郡
葦
田
里
今
塩
穴
郷

尼
院

〔第

2
表
〕
行
基

の
四
十
九
院

(日
下
力
)

同
郡
早
部
郷
高
石
村
)
、

「行
年
五
十
八
歳

(乙
丑
)」
条
の

「
九
月

一
日
、
将
彼

弟
子
、
修
杜
多
…
…
従
同
月
十
二
日
、
始
度
山
崎
橋
云
云
、
天
皇
帰
依
給
云
云
」

の
部
分
が

「年
代
記
」

に
よ
る
部
分
に
あ
た
る
。

さ
て

「
天
平
十
三
年
記
」

に
み
え
る
狭
山
池
は
単
に
狭
山
池
と
記
さ
れ
る
か
ら
、

行
基
の
修
理
し
た
の
は
旧
来

の
狭
山
池

(狭
山
本
池
)
に
あ
た
る

(吉
田
東
伍
は

狭
山
大
池
と
池
ん
で
い
る
)
。

と
こ
ろ
で
行
基
が
狭
山
本
池
を
修
理
し
た
年
代
に
関
し
天
平
十
三
年

(七
四

一
)

以
前
で
あ
る
こ
と
は
、

「
天
平
十
三
年
記
」
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る

が
、
修
理
し
た
年
代
を
し
ぼ
る
の
に
彼
に
よ
る
狭
山
池
院
と
尼
院

の
建
立
を
参
照

『行
基
年
譜
』

所
引

「
年
代
記
」

院

(寺
)

所

在

地

建
立
年

年

齢

所
在
地

の
現
在
名

(ま

た
は
推

定
地
域
)

(14)(13)(12)(11)(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

船 尼 善 尼 大 桧 久 尼 清 喜 石 隆 恩 大

息 禁 野購 肇窓凝饗遜
院 院 堀 院 寺 院 山 院 高 原 院 美 寺 高)崎 渚))蔵

院))寺 院)
院 院 院

和
泉
国
大
鳥
郡
大
村
里
大
村
山

(群
郡
)

大
和
国
平
群
床
室
村

大
和
国
添
下
郡
登
美
村

(日
下
)

河
内
国
河
内
郡
早
村

右
京
三
条
三
坊

和
泉
国
大
鳥
郡
葦
田
里

(塩
穴
郷
)

(日
下
)

和
泉
国
大
鳥
郡
早
部
郷
高
石
村

河
内
国
交
野
郡

一
条
内

和
泉
国
大
鳥
郡
和
田
郷

和
泉
国
大
鳥
郡
大
野
村

同摂
津
国
西
成
郡
津
守
村

同摂
津
国
兎
原
郡
宇
治
郷

慶
雲
二

霊
亀
二

養
老
二四六

神
亀
元元二三四四

天
平
二二二

六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 四 三
三 三 三 〇 〇 九 八 七 七 五 三 一 九 八

堺
帝
高
蔵
寺

(奈
良
県
生
駒
郡
)

(奈
良
市
大
和
田
町
)

東
大
阪
市
日
下
町

奈
良
市
菅
原
町

堺
市
塩
穴
町

高

石

市

枚
方
市
楠
葉
中
之
芝

堺

市

桧

尾

堺
市
土
塔
町

同大
阪
市
西
成
区
津
守
町

同神
戸
市
兵
庫
区
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(43)(42)(41)4)0)(39)(38}(37)(36)(35)(34)(33)(32)(31)(30)(29)(28)(27}(26)(25)(24)(23)(22)(21)(20)(19)(18)(17)(16)(15)
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院)院 琳)院院 寺 院

u
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津
国
嶋
下
郡
穂
積
村

同摂
津
国
河
辺
郡
楊
津
村

(丹
)

河
内
国
舟
比
郡
狭
山
里

同摂
津
国
河
辺
郡
山
本
村

山
城
国
紀
伊
郡
深
草
郷

山
城
国
葛
野
郡
大
屋
村

山
城
国
葛
野
郡
大
井
村

山
城
国
乙
訓
郡
山
前
郷
元
水
河
側

大
和
国
添
下
郡
登
美
村

河
内
国
茨
田
郡
伊
香
村

同和
泉
国
泉
南
郡
下
池
田
村

和
泉
国
大
鳥
郡
深
井
村

(宕
)

山
城
国
愛
賀
郡

摂
津
国
住
吉

摂
津
国
住
吉
郡
御
津

和
泉
国
大
鳥
郡
几
山
田
村

大
和
国
添
下
郡
矢
田
岡
本
村

同山
城
国
相
楽
郡
大
狛
村

同山
城
南
紀
伊
郡
石
井
村

同同摂
津
国
西
成
郡
御
津
村

同

六 六 二 二 二 二 二 九 九 九 六 六 六 六 六 五 五 三 三 三 三 三 三 三 三 二 二 二 二

七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六
七 七 三 三 三 三 三 〇 〇 〇 七 七 七 七 七 六 六 四 四 四 四 四 四 四 四 三 三 三 三

同茨
木
市
穂
積

同川
西
市
猪
名
川
町

大
阪
府
狭
山
町

同伊
丹
市
寺
本

京
都
市
伏
見
区
深
草

京

都

市

同京
都
府
大
山
崎
町

(奈
良
市
大
和
田
町
)

枚
方
市
伊
加
賀

同岸
和
田
市
池
尻

堺

市

深
井

京
都
市
左
京
区

大

阪

市

大
阪
市
南
区
御
津

堺

市

草

郡

大
和
郡
山
市
矢
田

同京
都
府
山
城
町

同京
都
市
伏
見
区

同同大
阪
市
南
区
御
津
町

同
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(49)(48)(47)(46)(45)(44」

大 長 報 作 枚 難

庭岡恩藷磯

院 院 院 院 院 院

摂
津
国
西
成
郡
津
守
村

同同河
内
国
交
野
郡
楠
葉
郷

菅
原
寺
西
岡

和
泉
国
大
鳥
郡
上
神
郷
大
庭
村

ノ＼ ノ＼ ノ＼

八 八 八 七 七 七
二 二 二 七 七 七

大
阪
市
西
成
区
津
守

同同枚
方
市
楠
葉

天
理
市
釜
口
?

堺
市
大
庭
寺

す
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
行
基
年
譜
』
収
録
の

「年
代
記
」

(第
2
表
)
を
み
る
と
、
天
平
三
年

(七

三

一
)
の
条

(行
基
六
四
歳
)
に
、

狭
山
池
院

二
月
九
日
起
、

尼
院

(比
)

己
上
在
二
河
内
国
丹
北
郡
狭
山
里
一

と
記
さ
れ
、
狭
山
の
地
で
行
基
は
狭
山
池
院
と
尼
院
を
建
立
し
て
お
り
、
彼
は
伝

道
と
社
会
事
業
活
動
を
平
行
し
て
営
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
彼
が
狭

山
本
池
を
修
理
し
た
の
は
天
平
三
年
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。

一

と
こ
ろ
で

『続
日
本
紀
』
の
天
平
三
年
八
月
七
日
の
条
に
癸
未
。
詔
日
。
比
年
随
二

逐
行
基
法
師
一優
婆
塞
優
婆
夷
等
。
如
レ法
修
行
者
。
男
年
六
十

一
己
上
。
女
年
五
十

五
以
上
。
威
聴
二
入
道
二
:
…
」
と
記
さ
れ
る
。

律
令
国
家
の
税
制
で
は
、

調
は
正

丁

(二

一
ー
六
〇
歳

の
男
子
)

・
次
丁

(六

一
-
六
五
歳

の
男
子
)

・
中
男

(
一

七
-
二
〇
歳
の
男
子
)
に
人
別
に
賦
課
さ
れ
、
次
丁
は
正
丁
の
二
分
の

一
、
中
男

は
正
丁
の
四
分
の

一
を
課
さ
れ
た
。
天
平
三
年
の
詔
が
行
基

の
信
老
の
男
に
得
度

恩

許
し
た
の
は
六

義

以
上
に
限
っ
て
お
り
、
も

っ
と
も
調
を
多
く
負
担
す
る
正

宇

と
そ
れ
の
四
分
の

一
を
負
担
す
る
中
男
を
除
外
し
て
い
る
点

に
政
府
の
農
民
貢

納
力
確
保
政
策
が
み
え
る
。
し
か
し
令
制
で
僧
の
侍
者
と
な
る
こ
と
す
ら
禁
じ
ら

れ
て
い
る
次
丁

(六

一
～
六
五
歳
)
の
得
度
を
許
し
た
の
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
を
養
老
元
年

(七

一
七
)
四
月
朔
日
の
詔
に
示
さ
れ
た
行
基
の
伝
道
に

対
す
る
禁
圧
に
く
ら
べ
る
と
、
行
基
に
対
す
る
政
府
の
政
策
の
譲
歩
し
て
い
る
こ

と
が
察
せ
ら
れ
る
。

ま
た
行
基
側
の
伝
道
活
動
を
い
わ
ゆ
る
行
基
四
十
九
院
の
建
立
年
代
表
か
ら
み

て
も
、
天
平
三
年
建
立
寺
院
の
八
と
い
う
数
字
は
前
後
の
年
代
の
建
立
数
と
く
ら

べ
て
き
わ
だ

っ
て
い
る
。
ま
た
伝
道
禁
圧
詔
が
出
さ
れ
た
養
老
元
年
に
お
け
る
建

立
寺
院
が
零
で
あ
る
こ
と
と
対
比
す
れ
ぽ
、
天
平
三
年
に
お
け
る
変
化

の
大
き
い

こ
と
が
読
み
と
れ
る

(第
2
表
)
。

そ
れ
で
は
政
府
が
行
基
の
伝
道
活
動
に
宥
和
的
態
度
を
と
る
よ
う
に
変
化
し
た

事
情
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
天
平
三
年
よ
り
八
年
ま
え
に
は
三
世

一
身
法

(養
老
七
年
、
七
二
三
)
が
出
さ
れ
、
天
平
三
年
よ
り
十
二
年

の
ち
に
は
墾
田
永

(
2
)

世
私
財
法

(天
平
十
五
年
、
七
四
三
)
が
発
布
さ
れ
て
い
る
。
三
世

一
身
法
を
背

景
と
し
、
民
間
に
お
け
る
農
業

・
交
通
関
係
施
設
の
造
営
を
指
導
し
て
い
た
行
基

の
技
術
や
農
民
動
員
力
を
政
府
が
高
く
評
価
し
て
、
行
基
の
技
術
や
指
導
力
を
利

用
す
る
こ
と
を
得
策
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
宥
和
策
を
と
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
行
基
に
よ
る
狭
山
池
修
理
の
翌
天
平
四
年
に

政
府
は
狭
山
下
池
を
新
た
に
築
造
し
て
い
る
こ
と
を
参
照
す
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
政
府
に
よ
る
狭
山
下
池
築
造

『
続
日
本
紀
』
の
天
平
四
年
十
二
月
十
七
日
条
に

「
丙
戌
。
築
二
河
内
国
丹
比
郡

、

、

、

、

(
3
)

狭
山
下
池
ご
と
記
さ
れ
、
特
に

「
下
池
」
と
記
さ
れ
る
か
ら
旧
来

の
狭
山
本
池
に
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対
す
る
第
二
狭
山
池

(狭
山
副
池
)
を
新

た
に
築
造
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
築
造

し
た
主
体
は
政
府
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
位
置
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
狭
山
下

池
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
狭
山
本
池

に
近
い
と
こ
ろ
に
造
ら
れ
た
池
と
考
え

ら
れ
、
候
補
と
し
て
ω
菰
池
、
@
太
満

(
間
)
池
、
的
大
鳥

池

(以
上
、

狭

山

町
)、
ω
轟
池

(堺
市
野
田
、

旧
野
田
村

西
野
の
東
南
。
今
は
廃
池
)
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

ω
菰
池
に
つ
い
て
末
永
雅
雄
氏
は
、
狭
山
池
に
接
し
て

一
ば
ん
近
い
け
れ
ど
、

こ
れ
は
ど
う
か
と
思
う
と
い
わ
れ
る
。
@
太
満
池
に
関
し
、
伴
林
光
平
は

「狭
山

管
内

ニ
ア
リ
、
今

タ
エ
マ
池
と
い
ふ
」
と
記
す
が
、
理
由
を
あ
げ
て
い
な
い
。
末

永
雅
雄
氏
は
、
@
太
満
池
と
囚
大
鳥
池
目
轟
池
に
つ
い
て
、
位
置
は
狭
山
池
の
す

ぐ
北
に
あ
た
る
が
、
太
満
池
の
方
が
配
水
関
係
で

一
層
直
接
的
で
あ
る
、
さ
ら
に

そ
の
西
北
数
町

の
と
こ
ろ
西
除
川
に
沿
う

て
轟
池

(面
積
は
太
満
池
の
約
半
分
)

が
あ

っ
た
、
今
は
池
底
が
田
畑
に
化
し
て
い
る
が

(水
深
三
〇
尺
)、

狭
山
池
と

同
型
の
樋
管
を
使

っ
て
い
る

(樋
門
は
狭
山
池
で
は
四
段
あ
り
、
轟
池
で
は
三
段

で
あ
る
が
、
樋
管

の
内
容
は
轟
池
の
方
が
広

い
、
寛
文
五
年
十
月
十
五
日

『
狭
山

池
轟
池
樋
改
帳
』
)、
と
述
べ
、
@
太
満
池
と
ω
轟
池
を
注
目
し
て
い
る
。
目
轟
池

に
つ
い
て

『河
内
志
』
も
狭
山
下
池
に
あ

て
て
い
る
が
、
理
由
を
記
し
て
い
な
い
。

吉
田
東
伍
の

『大
日
本
地
名
辞
書
』
は
狭
山
本
池

の
北

一
〇
町
に
あ
る
大
鳥

・
太

満

の
二
池

(各
約
方
三
町
)
を
狭
山
下
池

に
あ
て
る
が
、
そ
の
理
由
は
狭
山
本
池

か
ら
近
い
こ
と
に
あ
る
ら
し
い
。

規
模
の
大
き
な
狭
山
池
の
ほ
か
に
、
第

二
狭
山
池
に
あ
た
る
狭
山
下
池
を
新
造

し
て
貯
水
量
増
大
を
目
ざ
し
た
の
は
、
ど
う

い
う
事
情
に
よ
る
の
か
。
ω
本
池
の

破
損
に
よ
る
貯
水
能
力
減
退
の
た
め
に
新
池
を
造

っ
た
、
②
本
池
の
破
損
を
修
理

す
る
と
と
も
に
、
将
来

の
破
損
に
そ
な
え

る
た
め
新
池
を
築
い
た
、
㈹
本
池
に
破

損
は
な
か

っ
た
が
、
将
来
に
そ
な
え
て
新
池
を
造

っ
た
、
ω
本
池
の
貯
水
能
力
を

増
大
す
る
手
入
れ
を
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら

に
新
池
を
造
っ
た
、
な
ど
の
場
合
が

考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
狭
山
下
池
築
造
の
背
景
と
な

っ
た
当
時
の
灌
概
問
題
や
農
民
生
活
の

様
相
を

『続
日
本
紀
』

に
よ

っ
て
み
て
お
こ
う
。

〔天
平
二
年
〕

ω

六
月
二
十
七
日

旱
天
が

つ
づ
き
、
四
畿
内
の
水
田

・
陸
田
を
検
校
さ
せ

る
。

②

閏
六
月
二
十
七
日

勅
し
て
、
尤
旱
に
よ
る
不
作
見
込
み
の
た
め
、
使
者

を
四
畿
内
に
派
遣
し
、
百
姓
の
産
業
を
検
校
さ
せ
る
。

㈹

一
月
七
日

雷
雨
大
風
が
木
を
折
り
、
屋
を
あ
ば
く
。

〔天
平
三
年
〕

⑳

八
月
二
十
五
日

豊
年
の
慶
を
分
か
つ
た
め
、
諸
国
田
租
の
半
ば
を
免
除
。

但
し
淡
路

・
阿
波

・
讃
岐

・
隠
岐
な
ど
の
田
は
田
租
と
天
平
元
年
以
往
の

公
私
出
挙

の
未
納
稲
を
免
除
。

〔天
平
四
年
〕

㈲

六
月
二
十
八
日

陽
旱
し
、
百
姓
は
田
を
作
ら
ず
、
雨
乞
い
す
る
も
降
雨

な
し
。

㈲

七
月
五
日

京

・
四
畿
内

・
二
監

(吉
野

・
和
泉
)
で
仏
儀
に
よ
る
祈
雨

を
お
こ
な
わ
せ
、
詔
し
て
京

・
諸
国
の
天
神
地
祇
に
奉
幣
し
、
賑
給
、
恩

赦
。

(8)(7(10)(9)

八
月
四
日

大
風
雨
。

八
月
二
十
七
日

大
風
雨
が
百
姓
の
盧
舎
や
諸
処
の
寺
の
堂
塔
を
破
壊
し

た
。
な
お
こ
の
夏
、
小
雨
、
秋
稼
は
み
の
ら
ず
。

九
月
朔
日

和
泉
監
に
賑
給
。

十
二
月
十
七
日

狭
山
下
池
を
築
く
。

〔天
平
五
年
〕

⑳

正
月
二
十
七
日

芳
野
監
、
讃
岐

・
淡
路
国
な
ど
飢
饒
、
賑
貸
。
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働

二
月
七
日

紀
伊
国
旱
損
、
賑
給
。

㈲

二
月
十
六
日

大
倭

・
河
内
国
、
五
穀
不
作
、
賑
給
。

狭
山
下
池
の
新
設
は
貯
水
量
増
大
を
目
的

と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
狭
山
下
池

の
築
造
の
前
後
に
お
け
る
気
象
と
農
作
と
の
状
況
の
な
か
で
、
特
に
天
平
四
年
の

㈲
陽
旱
、
㈲
祈
雨
、
㈹
小
雨
、
秋
稼
み
の
ら
ず
、
働
賑
給

(和
泉
国
)、

天
平
五

年
の
⑳
飢
謹

(芳
野
監
な
ど
)

・
賑
貸
、
働
旱
損

・
賑
給

(紀
伊
国
)、

働
五
穀

一
不
作

・
賑
給

(大
和

・
河
内
国
)
が
注
目
さ
れ
る
。
灌
慨
設
備
新
設
に
要
す
る
労

}
働
力
は
農
民
か
ら
雑
樒
の
形
で
徴
発
さ
れ
る

の
が
令

の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
狭
山

…
下
池
の
築
造
に
は
・
こ
の
配
水
を
受
け
る
地
域

の
農
民
が
徴
発
さ
れ

工
事
に
従

事

し
た
で
あ
ろ
馨

さ
て
論
を
㈹
天
平
三
年
こ
ろ
行
基
が
狭
山
本
池
を
修
理
し
た
こ
と
、
個
天
平
四

年
政
府
が
狭
山
下
池
を
築
造
し
た
こ
と
に
返
え
そ
う
。
囚
の
年
代
幅
は
天
平
三
年

前
後
で
、
㈲

の
年
代
幅
は
天
平
四
年
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
同
じ
狭

山

の
地
で
行
基
が
本
池
を
修
理
し
、
政
府
が

下
池
を
築
造
し
た
こ
と
に
な
る
。
行

基

の
土
木
技
術
が
政
府
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
た
と
推
定
す
る
の
は
決
し
て
ゆ
き

　
過
ぎ
で
な
か
ろ
う
。

三
、

重
源
が
狭
山
池

石
樋

を
伏

せ
た
と
い
う
史
料

行
基
は
伝
道
と
社
会
事
業
施
設
造
り
の
両
方
を
平
行
し
て
進
め
、
近
江

の
紫
香

　

…
楽
に
お
け
る
聖
武
天
皇
の
大
仏
造
営

の
と
き

か
ら
勧
進
の
役
を

つ
と
め
、
大
僧
正

…
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

…

鎌
倉
時
代

の
重
源

(
=

三

-

三

9

ハ
)
は
み
ず

か
ら
の
名
を
南
無
阿
弥

擁

仏
と
称
し
、
念
仏
を
ひ
ろ
め
た
ほ
か
に
、
平
重
衡

の
南
都
焼
打
ち
の
災
に
会

っ

た
東
大
寺
再
興
の
た
め
の
募
財
勧
進
と
再
建

工
事
指
導
に
活
動
し
た
。

こ
の
よ
う
に
行
基
と
重
源
の
間
に
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の

一
は
、
両
者
は
河
内
の
狭
山
池
を
修
理
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
正
徳
三
年

(
一
七

=
二
)
刊
行

の

『
和
漢
三
才
図
会
』

は
狭
山
池
の
項
で

「僧
行
基
舗
二
石

璽
於
底
一以
防
レ堤
」
と
記
し
、
享
和
元
年

(
一
八
〇

一
)
刊
行

の

『
河
内
名
所
図

会
』
も
狭
山
池
に
つ
い
て

「或
云
、
池
底

に
石
樋
あ
り
、
行
基
菩
薩
の
造
し
め
給

ふ
と
そ
」
と
記
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
狭
山
池
石
樋
を
伏
せ
た
の
は
重
源
で
あ
る
と
記
す
史
料
が
あ
る
。
そ

れ
を
つ
ぎ
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

重
源
が
東
大
寺
を
復
興
し
た
ほ
か
、
狭
山
池
を
修
理
し
た
こ
と
は

『南
無
阿
弥

(5
)

(菩
薩
)

陀
仏
作
善
集
』
(以
下

『
作
善
集
』
と
略
称
)
に
「河
内
国
狭
山
池
者
、
行
基
井
旧

(復
)

跡
也
、
而
堤
壊
崩
、
既
同
山
野
、
為
彼
改
複
、
臥
石
樋
事
六
段
云
々
」
と
あ
る
の

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

『作
善
集
』
は
、
東
大
寺

の
再
興
に
活
動
し
た
重
源
が
、

生
涯
中
に
お
こ
な
っ
た
多
く
の
造
寺

・
造
仏
や
、
社
会
福
祉
事
業
施
設
な
ど
の
名

称

・
場
所

・
内
容
な
ど
を
詳
記
し
た
備
忘
録
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
建
仁
三

年

(
一
二
〇
三
)
七
月
の

『
備
前
国
麦
進
未
井
納
所
く
下
惣
散
用
状
』

の
紙
背
に

書
写
さ
れ
て
お
り
、
重
源

の
自
筆
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
浄
土
信
仰

に
厚
く

帰
依
し
、
建
久
四
年

(
=

九
三
)
み
ず
か
ら
の
名
を

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称

し
た
の
で
、

『作
善
集
』
に
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ

「南
無
阿
弥
陀
仏
作
善
集
」
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た
○

重
源
が
狭
山
池
を
修
理
し
た
年
代
は

『
作
善
集
』

に
み
え
な
い
が
、
慶
長
十
三

(復
)(6
)

年

(
一
六
〇
八
)
比
丘
秀
雅
僧
都
筆

『狭
山
池
修
複
記
』

(以
下

『修
復
記
』
と

略
称
)
に
よ
れ
ば
、
修
理
し
た
年
代
は
建
仁
二
年
の
こ
と
で
、

『
作
善
集
』
に
記

さ
れ
て
お
り
、
彼
が
八
十
二
歳
の
と
き
の
こ
と
で
、
そ
れ
は

『
作
善
集
』
が
記
さ

れ
た
年
よ
り

一
年
ま
え
に
あ
た
る
。

『修
復
記
』
は
三
段
に
書
か
れ
、
上
段
に
重

源
と
そ
の
ひ
き
い
る
工
人
の
名
前
、
中
段
に
修
築
の
功
程
、
下
段
に
和
歌
六
首
が

記
さ
れ
る

(梵
は
△
印
で
示
し
、
変
体
仮
名
は
現
代
仮
名
に
な
お
し
た
)

〔上

段
〕

△
△
△
△
△
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(営
)

大
勧
進
造
栄
東
大
寺
大
和
尚

南
無
阿
弥
陀
仏

少
勧
進
阿
閣
梨
△
阿
弥
陀
仏

△
△
△
△
△
△
△
浄
阿
弥
陀
仏

△
△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△

△
△
△

番
匠
廿
人
之
内

造
東
大
寺
大
工
行
執

日
楡
部
属
里

〔中

段
〕

敬
白
三
世
十
方
諸
仏
菩
薩
等

(復
)

狭
山
池
修
複
事

右
池
者
昔
行
基
菩
薩
行
季
六
十
四
歳
之

春
比
天
平
三
季
歳
次
未
?
秩
口
堤(摂

)

伏
樋
百
季
布
清
浄
返
錺
礒
髪
依
接
津

河
内
和
泉
三
箇
国
流
末
五
十
余
郷
人

民
之
諸
△
大
和
尚
南
無
阿
弥
陀
仏

(自
)(建
)

行
季
八
十
二
歳
而
白
定
仁
二
季
歳
次

(復
)

天
伏
春
徐
修
複
卯
歳
二
月
七
日
始
紐
季

以
四
月
八
日
始
伏
石
樋
日
八
十
四
日
終

四
季
間
道
俗
各
十
沙
彷
少
部
元
伺
滞
人

三
?
?
?
石
築
者
也

〔下

段
〕

貌

池
ハ鋼

国
丹
南
郡
之
内
狭
山
池

仁
王
十
代
宗
神
天
皇
乃
御
宇
に
初
而

つ
か
せ
給
ふ
時
乃
御
寄
な
り

(
マ
マ
)

は
る
ふ
か
き
さ
山
の
池
乃
根
た
ま
こ
の

く
る
し
け
も
な
く
か
は
つ
な
く
奈
利

ま
す
け
お
ふ
る
あ
ら
た
に
水
を
ま
か
す
れ
は

う
れ
し
か
ほ
に
も
か
は
つ
な
く
か
な

ほ
の
か
な
る
か
す

ミ
乃
す
え
の
あ
ら
小
田
に

か
は
つ
毛
は
る
の
く
れ
お
し
む
な
り

わ
か
菜

つ
む
あ
ら
田
乃
面
の
夕
か
す
み

分
る
た
も
と
に
ひ
は
り
を
つ
な
り

へ
そ
具
は
な
た
ち
は
那
に
風
過
て

山
ほ
と

玉
き
す
雲
に
奈
く
那
り

か
へ
る
へ
き
あ
し
乃
た
ひ
人
待
か
ね
て

ミ
や
こ
の
月
に
こ
ろ
も
う
つ
な
利

慶
長
十
三
季
戊
申
八
月
十
五
日
西
国
之
住
侶
比
丘
秀
雅
僧
都
書
之

こ
の

『
修
復
記
』
の
筆
者

の
秀
雅
僧
都
は
、
西
国
の
僧
と
い
う
以
外
に
い
か
な

る
人
か
明
ら
か
で
な
い
。

『修
復
記
』
の
文
章
に
不
分
明
な
と
こ
ろ
や
、
誤
字
も

み
ら
れ
る
が
、
上
段
と
中
段
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
ω
重
源
が
建
仁
二
年
二
月
七
日

か
ら
工
事
を
始
め
、
四
月
八
日
に
石
樋
を
伏
せ
、
五
月
三
日
ご
ろ
に
終
り
、
八
四

日
を
要
し
た
こ
と
、
②
造
東
大
寺

(司
)
の
大
工
行
執
や
宗
保
が
工
事
に
従
事
し

た
こ
と
、
㈹
狭
山
池
下
流
の
摂
河
泉
三
国
五
〇
余
郷
の
人
が
工
事
に
参
加
し
た
こ

と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
上
段
の
大
勧
進
造
営
東
大
寺
大
和
尚
は
重
源
で
あ
り
、
少
勧

進
阿
閣
梨
△
阿
弥
陀
仏
と
浄
阿
弥
陀
仏
は
重
源
の
弟
子
で
あ
る
。
中
段
で
行
基
に

よ
る
狭
山
池
修
理
の
年
を
天
平
三
年

(六
四
歳
の
と
き
)
と
い
う
の
は
、

『
行
基

年
譜
』
に
記
す
狭
山
池
院

・
尼
院

の
建
立
年
代
と

一
致
す
る
。

重
源
の
狭
山
池
修
理
に
協
力
し
た
摂
河
泉
五
〇
余
郷
は
、
当
時
の
狭
山
池
の
水
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を
配
分
さ
れ
て
い
た
村
数
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
、

一
部
の
村
は
水
の
受
給
範

囲
以
外

の
村
か
も
知
れ
な
い
。
近
世
に
お
け

る
狭
山
池
の
水
下
区
域
が
摂
津

・
河

内
に
つ
い
て
は
変
遷
が
あ
り
、
慶
長
十
七
年

(
一
六

一
二
)
七
月

『
水
出
ス
割
付

(
7

)

帳
』
で
は
八
〇
力
村

・
五
四
、
五
七
六
石
、
享
和
三
年

(
一
八
〇

三
)

七
月

の

(
8

)

『狭
山
池
明
細
書
』
で
は
五
三
力
村
、
三
三
、
五
九
六
石
で
あ
る
。

重
源
が
狭
山
池
を
修
理
し
た
以
前
に
お
け
る
彼
の
活
動
と
地
域
を
み
て
お
こ
う
。

文
治
元
年

(
一
一
八
五
)
東
大
寺
大
仏
開
眼
、
建
久
六
年

(
一
一
九
五
)
大
仏
殿

(
9
)

再
建
落
慶
の
ほ
か
に
、
文
治
三
年
に
周
防

阿
弥
陀
寺
を
、
建
久
三
年
に
播
磨
浄
土

(
10
)

(
11
)

鍔

寺
を
建
て
、
建
久
六
年
に
醍
醐
寺
に
宋
版

一
切
経
を
施
入
し
、
経
蔵
を
設
け
た
。

鋤

・建
久
八
年
六
月

一
五
日
に
、
こ
れ
ま
で
経
営
し
て
き
た
荘
園
と
し
て
、
東
大
寺
伊

賀
国
阿
波

・
広
瀬

・
山
田
有
丸
荘
、
播
磨
大
部
荘

・
周
防
国
椹
野

・
宮
野
荘
、
備

要

前
国
南
北
条

・
長
沼

・
神
前

・
野
田
荘
を
、
堂
舎
と
し
て
高
野
山
新
別
所
専
修
往

紀

生
院

・
東
大
寺
浄
土
堂

・
渡
部
別
所
井
木
屋
敷
地

・
播
磨
別
所
な
ど
を
東
大
寺
東

学

南
院
味

定
範
に
ゆ
ず
り
、
同
所
の
重
阿
弥
陀
仏
を
野
田
荘
預
膣

補
任
す
る
ヒ.

大

一
の
譲
状
を
出
し
て
お
り
、
そ
の
譲
状
に
よ

っ
て
重
源
の
果
た
し
た
事
業
内
容
と
活

動
地
域
が
知
ら
れ
る
。
周
防
国
は
文
治
二
年
東
大
寺
造
営
料
所
と
さ
れ
、
重
源
は

良

国
務
を
管
し
、
大
仏
殿
再
建
用
の
材
木
を
求
め
る
た
め
、
宋

の
鋳
匠
の
陳
和
卿
と

奈

と
も
に
周
防
の
杣
に
入
っ
て
い
る
。
ま
た
重
源
は
仁
安
二
年

(
=

六
七
)
入
宋

(
13

)

し
、
天
台
山

・
阿
育
王
山
に
参
詣
し
て
お
り
、
陳
和
卿
に
大
仏
鋳
造
を
依
頼
し
、

宋
の
石
工
の
伊
行
末
ら
を
招
い
て
大
仏
殿
を
再
建
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、

重
源
が
入
宋
経
験
者
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ

る
。

四
、
重
源
の
狭
山
池
修
築
の
事
情

重
源
が
狭
山
池
を
修
理
し
た
い
き
さ
つ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

ω
治
承
四
年

(
=

八
〇
)
十
二
月
二
十
八
日
、
東
大
寺
と
興
福
寺
が
平
重
衡

に
よ
っ
て
焼
打
ち
さ
れ
、
東
大
寺
の
復
興

の
た
め
翌
五
年
六
月
二
十
六
日
左
少
弁

の
藤
原
行
隆
が
造
東
大
寺
長
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き
重
源
は
東
大
寺

(
14

)

再
興
の
事
業
に
あ
た
る
こ
と
を
発
意
し
、
東
大
寺
勧
進
の
役
に
補
任
さ
れ
た
。
こ

れ
以
後
、
重
源
は
諸
国
に
勧
進
し
、
あ
る
い
は
資
材
の
調
達
に
努
め
た
の
み
な
ら

ず
、
東
大
寺
再
建
工
事
を
指
揮
し
た
。
文
治
元
年

(
一
一
八
〇
)
八
月
二
十
八
日

の
大
仏
開
眼
供
養
に
後
白
河
法
皇
が
親
臨
し
、
建
久
六
年

(
一
一
九
五
)
三
月
十

二
日
の
大
仏
殿
再
建
落
慶
供
養
に
源
頼
朝
が
臨
席
し
、
伝
燈
大
法
師
位
の
重
源
は

大
和
尚
位
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
間
、
興
福
寺
の
再
建
に
つ
い
て
、
氏
院
別
当
の
光
長
を
造
寺
長
官
に
任
命

し
、
工
事
は
藤
原
氏

一
門
の
支
持
と
源
頼
朝
の
庇
護
を
背
景
と
し
て
進
め
ら
れ
、

興
福
寺
は
こ
の
機
会

に
大
和
守
護
職
を
掌
握
し
、
伽
藍
再
建
工
事
で
は
順
調
に
南

大
門

・
金
堂

・
講
堂
を
完
成
し
た
。

一
方
、
東
大
寺
の
再
建
は
藤
原
兼
実
の

『
玉

(
15

)

葉
』
に
伊
勢
神
宮

の
遷
宮
と
と
も
に

「
我
朝
、
第

一
大
事
」
と
記
さ
れ
た
が
、
藤

原
氏
の
財
政
に
支
持
さ
れ
た
興
福
寺
と
異
な
り
、
東
大
寺
の
再
建
に
は
、
律
令
国

家
財
政

の
衰
微
に
よ
り
経
済
的
困
難
が
あ
っ
た
た
め
、

「東
大
寺
を
造
る
の
間
、

(
16

)

多
く
興
福
寺

の
力
を
も
っ
て
そ
の
功
を
な
す
」
と
い
わ
れ
、
東
大
寺
と
興
福
寺
の

再
建
は
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
平
行
し
て
進
め
ら
れ
た
。

②
狭
山
荘
は
興
福
寺
領
で
あ
り
、
興
福
寺
は
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ

っ
た
だ
け
で

な
く
、
重
源
が
摂
政
の
藤
原
兼
実
を
し
ば
し
ぼ
訪
ね
て
協
議
し
、
東
大
寺
再
建
事

業
を
果
た
し
た
こ
と
が
兼
実
の
日
記

『
玉
葉
』
に
み
え
る
。
兼
実
は
文
治
二
年
三

月
に
摂
政
、
建
久
二
年
十
二
月
関
白
、
承
元
元
年

(
一
二
〇
七
)
四
月
亮
じ
た
。

(
17
)

重
源
は
兼
実
か
ら

「
此
聖
人
之
体
、
実
無
二錺
詞
ハ足
レ
可
二
貴
敬
一也
」
」
と
称
賛
さ

れ
る
ほ
ど
の
信
頼
を
え
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
彼
が
東
大
寺
再
建
や
興
福
寺
領

狭
山
荘

の
池
を
修
理
す
る
こ
と
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ

っ

た
。造

東
大
寺
長
官
の
藤
原
行
隆
が
兼
実
を
訪
ね
、
大
仏
の
左
手
を
鋳
終
わ
っ
た
こ

と
、
お
よ
び
重
源
の
言
と
し
て
本
年
中
に
大
仏
鋳
造
を
終
え
る
予
定
で
あ
る
こ
と
、
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ま
た
重
源
の
沙
汰
と
し
て
宋
人
鋳
物
師

の
ほ
か
に
河
内
国
の
鋳
物
師
を
参
加
さ
せ

た
と
こ
ろ
、
宋
人
鋳
物
師
は
不
快
の
色
を
あ
ら
わ
し
た
け
れ
ど
、
あ
れ
こ
れ
な
だ

(
18
)

め

た

の
で

今

は

融

和

し

て

い

る

こ

と
、

な

ど

を

語

っ
た
。

(
19
)

河
内

の
鋳
物
師
の
活
動
は
平
安
時
代
か
ら
み
ら
れ
る
。
現
在
各
地
に
残
る
平
安

時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
い
た
る
鐘
銘
の
う

ち
、
河
内
鋳
物
師
の
製
作
は
約
二
九
個

あ
り
、
こ
の
ほ
か
河
内
の
丹
比
郡
に
由
来
す
る
丹
治
姓

の
鋳
工
は
平
安
時
代
末
よ

り
室
町
時
代
初
め
に
か
け
て
近
…畿

・
南
海

・
東
海
な
ど
の
諸
地
方
に
総
計

一
七
個

以
上
の
鐘
や
鰐

口
を
残
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
加
え
る
と
、
河
内
鋳
物
師
の
遺
品

は
さ
ら
に
増
す
。

河
内
鋳
物
師

の
多
く
が
住
ん
だ
の
は
、
丹
南
郡
の
黒
山
郷

・
日
置
荘

・
大
保

・

佐
山

(狭
山
)
で
あ
る
。
薩
摩

(鹿
児
島
県
)
の
飯
倉
神
社

の
鋳
銘

(寛
元
五
年
、

一
二
四
七
)
に

「
河
内
佐
山
」

の

「太
郎
」
と
記
さ
れ
、
狭
山
の
鋳
物
師
が
製
品

の
供
給
範
囲
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
狭
山
荘
の
工
人
で
藤
原
氏
や
興
福
寺

に
隷
属
し
て
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
東
大
寺
と
興
福
寺

の
復
興
は
密
接
な
関
連

を
も

っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
重
源
は
東
大
寺
再
興
に
つ
い
て
兼
実
と
し
ば
し
ば
協
議

し
て
こ
と
を
運
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
推
せ
ぽ
、
重
源

の
沙
汰

に
よ

っ
て
大
仏

鋳
造
に
参
加
し
た
河
内
鋳
物
師
の
な
か
に
は
狭
山
荘
の
鋳
物
師
も
含
ま
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。

㈹
重
源
が
興
福
寺
側
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
つ
ぎ

の
例
に
よ
っ
て
知
ら

(
20

)

れ
る
。
興
福
寺
が
専
修
念
仏
禁
断
を
せ
ま
り
、
院
政
の
政
権
が
そ
の
処
置
に
困

っ

た
と
き
、
前
関
白
の
藤
原
基
房
は
重
源
に
そ
の
解
決
策
を
期
待
し
た
。

こ
れ
は
、

重
源
こ
そ
が
興
福
寺
を
納
得
さ
せ
、
ま
た
法
然
を
中
心
と
す
る
専
修
念
仏
者
も
傷

つ
け
ず
、
円
満
に
解
決
す
る
調
停
者
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
重
源
は

民
間
か
ら
信
望
を
受
け
る
と
と
も
に
、
興
福
寺
と
専
修
念
仏
者

の
両
方
か
ら
信
頼

さ
れ
て
い
る
と
、
み
ら
れ
て
い
た
。

㈲
重
源
は

『法
然
上
人
行
状
絵
図
』

(九
)
に

「万
に
は
か
り
ご
と
か
し
こ
き

人
な
り
け
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
わ
ざ
に
て
支
度
第

一
俊
乗
房

と
そ

人
申

け

る
」
と
記
さ
れ
、
事
業
の
計
画
や
経
理
の
才
能
を
も
ち
、
東
大
寺
の
再
興
を
は
じ

め
、
東
大
寺
浄
土
堂
、
播
磨
小
野
の
浄
土
堂
、
伊
賀
大
仏
寺
、
摂
津
渡
辺
浄
土
堂
、

備
中
浄
土
堂
、
高
野
山
新
別
所
、
周
防
阿
弥
陀
寺
な
ど
の
別
所
を
建
立

・
修
造
し
、

仏
像
を
作
り
、
諸
方
の
道
路

・
橋

・
池

・
堤

・
港
湾
を
修
築
し
、
多
く
の
作
善
功

徳
を
積
み
、
建
築
や
土
木
の
設
計
造
作
に
指
導
力
を
も
っ
て
い
た
。

以
上
、
重
源
に
よ
る
狭
山
池
の
修
理
、
特
に
石
樋
を
伏
せ
た
こ
と
を
記
す

『
南

無
阿
弥
陀
仏
作
善
集
』
と

『狭
山
池
修
複

(復
)
記
』
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

こ
こ
で
、
行
基
が
狭
山
池
石
樋
を
伏
せ
た
と
い
う

『
和
漢
三
才
図
会
』
と

『
河
内

名
所
図
会
』
の
記
載
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
行
基
の
伝
記
や
事
績

(伝
道
と
農
業

・
交
通
関
係
の
施
設
造
り
)
に
つ
い
て
は

「行
基
大
僧
正
舎
利
瓶
記
」
(「行
基
墓
誌
」
)、

『
続
日
本
紀
』

(天
平
二
十

一
年

二
月
二
日
条
)、

泉
高
父
編

『行
基
年
譜
』

(安
元
元
年
)
や

『行
基
菩
薩
行
状

絵
伝
』

(正
和
五
年
、

二
一二

六
、
家
原
寺
蔵
)
な
ど
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち

『行
基
年
譜
』
が
引
く

「
天
平
十
三

年
記
」

に

「狭

山

池
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て

「
河
内
国

丹
比

郡
狭

山

里
」
と
記
す
だ
け
で
、
石
樋
を
伏
せ
た
こ
と
ま
で
記
し
て
い
な
い
。
②

『
和
漢
三

才
図
会
』
や

『
河
内
名
所
図
会
』
は
行
基

(六
六
八
～
七
四
九
)

の
没
年
よ
り
も

九
六
四
年
な
い
し

一
〇
五
二
年
の
ち
の
書
物
で
あ
り
、
行
基
の
伝
記
や
事
績
を
正

面
か
ら
記
し
た
も
の
で
な
い
。
ω
と
②
か
ら
、
行
基
が
狭
山
池
の
石
樋
を
伏
せ
た

と
い
う

『
和
漢
三
才
図
会
』
や

『
河
内
名
所
図
会
』

の
説
は
信
愚
性
に
欠
け
る
。

一
方
、
重
源
が
石
樋
を
伏
せ
た
こ
と
は

『南
無
阿
弥
陀
仏
作
善
集
』
と

『
狭
山
池

修
復
記
』

に
記
さ
れ
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
基
と
重
源
が
伝

道
と
東
大
寺
造
営

(行
基
は
東
大
寺
創
建
時
に
勧
進
を
つ
と
め
、
重
源
は
東
大
寺

再
興
時
に
勧
進
を

つ
と
め
た
)
な
ど
の
点
に
共
通
点
を
も
つ
と
こ
ろ
か
ら
、

『
和

漢
三
才
図
会
』
や

『
河
内
名
所
図
会
』
は
狭
山
池
の
石
樋
を
伏
せ
た
人
物
が
重
源
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要紀学大良奈

で
あ
る
こ
と
を
誤
っ
て
行
基
に
結
び

つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

狭
山
池
の
修
理
の
事
例
を
た
ど

っ
て
お
く

と
、
天
平
三
年
か
四
年
こ
ろ
行
基
は

狭
山
池
を
修
理
し
、
つ
ぎ
に

『続
日
本
紀
』

の
天
平
宝
字
六
年

(七
六
二
)
四
月

八
日
条
に

「
河
内
国
狭
山
池
限
決
。
以
二
単
功
八
万
三
千
人

一修
造
」
と
記
さ
れ
る
。

こ
れ
以
後
建
仁
二
年

(
一
二
〇
二
)
重
源
に
よ
る
修
理
ま
で
約
四
四
〇
年
の
間
に

堤
の
破
損
や
修
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。
重
源

の
修
理
以
後

に
は
、
永
禄
年
中

(
一
五
五
八
～
六
九
)
に
畠
山
家
の
臣
の
安
見
美

作
守
時
重
に
よ
り
狭
山
池
が
修
理
さ
れ
た
が

成
就
し
な
か
っ
た
。

慶

長
十

三
年

(
一
六
〇
八
)
豊
臣
秀
頼
が
片
桐
且
元
に
命

じ
、
摂
河
泉
三
国
の
人
夫
と
、
か
な

り
の
費
用
を
投
入
し
て
修
理
し
た
工
事
は
大
規
模
の
も
の
で
、
尺
八
樋
を
敷
設
し
、

か
つ
狭
山
池
の
北
と
西
の
堤
防
を
修
理
し
、

現
在
の
狭
山
池
の
規
模
の
大
体
が
こ

の
と
き
に
出
来
あ
が
り
、
昭
和
四
年
に
は
堤
防
の
か
さ
置
き
工
事
が
お
こ
な
わ
れ

た
。

注

(
1
)
井

上
光
貞

「
行
基
年
譜
、
特

に
天
平

十
三
年
記

の
研
究
」

(竹
内

理
三
氏
還
暦

記

念
会

編

『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』

昭
和
四
四
、
の
ち
井
上
氏

『
古
代
仏
教
思
想
史

研

究
』

昭
和
五
〇

に
収
録
)

(
2
)
吉

田
孝

「
墾

田
永
世
私
財
法

の
特
質
」

(
『
日
本

社
会
経
済
史
研
究
』
古
代
中
世
編

所

収
)
。

吉

田
氏

の
論
旨

ほ
こ
う

で
あ

る
。

三
世

一
身
法
は
墾

田
の
田
主
権
を

た
だ

予

告
的
に
三
世

一
身
と
限

っ
た
も

の
で
あ
り

、
天
平
十
四
年

の
班

田
に
あ

た
り
、

こ

の
予
告
が
現
実

の
問
題
と
な

っ
た
。

そ
の
予
告

ど
お
り
墾

田
を
収
公
す

る
こ
と
を
不

得
策
と
し
た
朝
廷
は
、
墾

田
額

に
身
分

的
な
差

を
付

け
、
民
間

の
墾

田
に

一
定

の
制

限
を
設
け
、
将
来

の
不
安
を
除
く

の
と
ひ
き
か
え
に
、
三
世

一
身
法

の
定
め

た
期

限

を
撤
回
し
た

の
で
あ

る
、
と
。
井
上
光
貞
氏

は
、
吉

田
氏

の
論
説

に

つ
い
て
、
予
告

と
い
う
概

念

に
問
題
が
残

る
が
、

旧
来
、

た
だ
付

帯
的
と
み
な

さ
れ

て
き

た
墾

田
制

限
規
定
を
重
視
し
た
点

に
大
き
な
説

得
力
を

も
ち
、
特

に
天
平
十
三
年
記

に
よ

っ
て

三
世

一
身
法
下

の
畿

内
の
開
発

の
盛
況
を
み
と
め
る
立
場

か
ら
は
、
大
変

魅
力

の
あ

る
解
釈

で
あ

る
と

評
し
、
墾
田
永
世
私
財
法

の
発
布

は
、
特

に
三
世

一
身

法

の
発
布

に
よ

っ
て
お

こ

っ
た
開
発
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
全
面
的
に
容

認
し
な
が
ら
、
身

分
に
よ

る
限

田
規
定
を
設

け
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
れ
を
支

配
階

級

の
利
益

の
方

向
に
吸
収

し
整
序

し
よ
う
と

す
る
政
策

で
あ

っ
た
と
い
い
、

こ
の
よ
う
な
姿

勢
は
、
同
年
十
月

の
大
仏
造
営

の
政
策

に
も
み
ら
れ
る
、
と
述

べ
、
論

旨
を
展
開
し
て
い
る
。

(
3
)
狭
山
下
池

に
関

し
、

伴
林
光

平

『
河
内
国
上
古
水
土

考
』

は

「狭

山
管
内

ニ
ア
リ
、

今

タ

エ
マ
池
と

い
ふ
」

と
い
い
、
太
満
池

に
あ
て
、
吉

田
東
伍

『
大
日

本

地

名

辞

書
』
は
狭
山
大
池

の
北

一
〇
町
に
あ
る
大
鳥

・
太

間

(満

)

の
二
池

(各

約

方

三

町
)
と
す

る

(上

の
三
三
〇
頁
)
。

(
4
)
灌
疵
水
利
施
設
な

ど
の
造
営

に
微
発
さ
れ
た
農

民

の
労
働

力
の
内
容

な
ど
に

つ
い

て
は
、
弥
永
貞

三

『奈
良
時
代

の
貴
族

と
農

民
』

(
『
日
本

歴
史
新
書
』
)
、
亀

田
隆

之

「
古
代
利
水
問
題

の

一
考
察

」

(大
阪
歴
史
学
会

編

『律

令
国
家

の
基
礎
構
造
』
)
・

「
古
代
用
水
制
度

の

一
般

的
考
察
」

(『東

洋
大
学

紀
要
』

一
四
)
な
ど
を
参
照

(
亀

田
論
文
は

の
ち

そ
の
著

『
日
本
古
代
用
水

史

の
研
究
』

に
収
録

)

(
5
)

『
南
無
阿
弥
陀
仏
作
善

集
』

(『
大

日
本
史
料
』

第
四
編

の
九

の
六
五
頁
)

(
6
)
大
阪
府
南
河
内

郡
狭

山
町

の
田
中
俊
逸
氏
所
蔵
。

(
7
)
狭
山
町
史
編
纂
委

員
会

編

『狭

山
町
史
』
第
二
巻

(史

料
篇

)
34

・
95
番
。

(
8
)
同
右
書

鵬
番
。

(
9
)

『
阿
弥
陀
寺
文
書
』

(
10
)

『
浄
土
寺
文
書
』

『浄

土
寺
開
祖
伝
』

(
11
)

『
上
醍
醐
寺
類
集
』

『
醍
醐
寺
座
主
次
第
』

(
12
)

『
譲
状
』

(
『大

日
本
史
料
』
第
四
編

の
九
)

(
13
)
重

源
は

こ
の
安

元
二
年

(
一
一
六

七
)
ま

で
に
三
度
入
宋
し
た
と

い
う

(安
元
二

年
、
高

野
山
延
寿

院

へ
施
入
し

た
鐘
銘

に
よ
る
。
和
歌
山
県
那
賀

郡
泉
福
寺
所
蔵
)

(
14
)
重
源

が
東
大
寺

大
仏
再
興

の
大
勧
進

に
補
任
さ
れ
た

の
は
治
承

五

年

(
一

一
八

一
)

で
、

そ
の
補

任
事
情
に

つ
い
て
は
堀
池
春
峰

「
俊
乗
房

重
源
上
人
と
東
大
寺

再

興
」

(
『南
都

仏
教
』

特
輯
号

『
重
源
上
人

の
研
究
』

所
収
、
昭
和
三
〇
年
)
参
照
。
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(
15
)

『
玉
葉
』
文

治
五
年

閏
四
月
八

日
条
。

(
16
)
同
右
、
建
久

二
年

六
月

六
日
条
。

(
17
)
同
右
、
寿
永

二
年

二
月
二
十
四

日
条
。

(18
)
同
右
、
寿
永

三
年

正
月
五

日
条
。

(
19
)
河
内

(と
く

に
狭
山

)

の
鋳
物
師

に
つ
い
て
は
、
末
永
雅
雄

「
狭

山

の
鋳
物
師
」

(『
狭
山
町
史
』
第

一
巻
、
第

二
章
第
四
節
)
お
よ
び
豊

田
武

『
日
木
中
世

商
業

史

の

研
究
』
第

一
章
第

二
節
、
金

属
工
業

の
項
参
照
。

(20
)

田
村
圓
澄

「
重
源
聖

人
と
法

然
上
人
」

(『
南
都
仏
教
』
特
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AResearchaboutGyokiandChogen,whorepairedtheSayamapond.

KaoruINOUE

Summary

Gy6ki(行 基,668～749)repairedtheSayama(狭 山)pond,andhistechniquewasprais-

edbyancientgovernment.Outofconsiderationforhisdistinguishedservice,ancient

governmentmitigatedtheprohibitionofhispreaching.Gyokicollectedcontribution

forfoundingofthegreateimageofBuddhaatTodaiji(Buddhisttemple).

Alsoch6gen(重 源,1121～1206)repairedtheSayamapond,andcollectedcontribution

fbrrestorationofthegreateimageofBnddhaatTodai-ji.Severalstonevalves(石 樋)

ofSayamapondwerefoundin1926.Bywhomweresetthestonevalves,Gyokior

Chogen?


